
ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書 

 

 

 現下の厳しい雇用状況の中で、求職や各種助成金の申請、職業訓練の申し込みなどで、地域のハ

ローワークの窓口は、大変な混雑を呈しており、中には、窓口で３時間、４時間待ちの状況が生じ

ており、窓口機能が極端に低下している状況が見られます。また、夜間・休日の相談を求めるニー

ズも高くなっており、現状では対応に苦慮している実態も見られます。 

こうした状況に対応するため、今般の「経済危機対策」においてハローワークの機能強化を図る

ため、人員・組織体制を抜本的に充実・強化することが決定されています。 

つきましては、下記の点に配慮の上、機能強化を図るよう強く要請します。 

 

記 

 

１ ハローワークの職員や、相談員の増員に当たっては、業務の実態に応じて、適切に配分すると

ともに、特に窓口業務が集中する都市部については重点的に配分を行うこと。また、雇用調整助

成金の窓口相談に当たっては、つなぎ融資の制度などについても、適切な情報提供を行うよう努

めること。 

 

２ 地域の実情に応じて、夜間・休日の窓口業務の開庁を行うなど機能強化を図ること。 

 

３ ジョブカードの推進に当たる職業訓練情報等連携推進員については、ジョブカフェなどへの重

点配分を行い、非正規労働の失業者や若者・学生などの就職相談機能を強化すること。 

 

４ 雇用調整助成金の申請に当たっては、申請アドバイザーの機能を強化するとともに、アウトリ

ーチの相談体制や、必要に応じて社会保険労務士の活用を図るなどきめ細かな体制整備を図るこ

と。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、新宿区議会の議を経て意見書を提出します。 
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